
介
護
機
関
の

名
称

所

在

地

開

設

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

国
東
市
民
病

院
前
薬
局

国
東
市
安
岐
町

下
原
一
四
六
六

株
式
会
社
そ

う
り
ん

大
分
市
大
字

中
戸
次
四
二

四
一
番
地
の

居
宅
療
養
管
理
指

導
、
介
護
予
防
居

令

三
・

四
・

一

番
地
二

三
三

宅
療
養
管
理
指
導

医
療
法
人
豊

和
会

久
住

加
藤
医
院

竹
田
市
久
住
町

大
字
久
住
六
二

六
八
番
地

医
療
法
人
豊

和
会

久
住

加
藤
医
院

竹
田
市
久
住

町
大
字
久
住

六
二
六
八
番

地

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

令

三
・

二
・

一

か
が
や
き
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

別
府
市
大
字
鉄

輪
八
二
八
番
地

の
六

株
式
会
社
か

が
や
き

別
府
市
大
字

鉄
輪
八
二
八

番
地
の
六

介
護
予
防
訪
問
介

護

令

元
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

（
登
録
・
登
記
番
号
）

品
種

検
査
成
績

３
２
０
４
４
０
１
０
０
０
２

Ｂ
１
９
-１
３
９

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
０
３

Ｂ
１
９
-３
４
１

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
０
５

Ｌ
１
９
-２
１
２

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
０
６

Ｌ
１
９
-２
３
３

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
１
１

Ｗ
１
９
-１
０
８

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
１
８

Ｄ
１
９
-１
４
７

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
１
９

Ｄ
１
９
-１
４
９

そ
の
他

級
外

３
２
０
４
４
０
１
０
０
２
０

Ｄ
１
９
-１
５
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
１

Ｂ
１
９
-５
９
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
２

Ｂ
１
９
-５
９
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
３

Ｂ
１
９
-５
９
７

そ
の
他

級
外

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
三
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

こ
い
の
持
ち
出
し
制
限
の
範
囲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作

成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
施
設
介
護
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
、
介
護
予
防
福
祉

用
具
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
介
護
機
関
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
三
年
度
の

定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

三

八

号

八
月
三
十
一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
４

Ｂ
２
０
-４
５
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
５

Ｂ
２
０
-４
５
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
６

Ｌ
２
０
-１
１
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
７

Ｌ
２
０
-１
２
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
８

Ｗ
２
０
-６
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
０
９

Ｗ
２
０
-７
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
０

Ｗ
２
０
-２
０
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
１

Ｗ
２
０
-４
６
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
２

Ｗ
２
０
-４
６
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
３

Ｗ
２
０
-５
５
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
４

Ｗ
２
０
-５
８
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
５

Ｗ
２
０
-６
４
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
６

Ｄ
１
９
-５
３
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
７

Ｄ
１
９
-５
７
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
８

Ｄ
１
９
-５
７
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
１
９

Ｄ
１
９
-６
０
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
０

Ｄ
１
９
-６
０
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
１

Ｄ
２
０
-１
６
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
２

Ｄ
２
０
-２
５
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
３

Ｄ
２
０
-３
４
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
４

Ｄ
２
０
-６
０
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
１
０
０
２
５

Ｄ
２
０
-６
０
５

そ
の
他

級
外

１
０
２
０
４
９
２
３
９
２
１

寿
恵
高
福

（
全
和
黒
高
２
０
５
５
）

黒
毛
和
種

１
級

１
０
２
４
４
４
８
８
６
７
１

平
福
安

（
全
和
黒
高
２
０
４
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
２
９
８
５
０
４
７
５
１

光
星
（
全
和
黒
原
５
５
８
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
０
８
４
２
４
８
４
８
５
３

安
森
照

（
全
和
黒
高
２
０
５
４
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
３
５
３
２
５
４
２
４

睦
美
幸

（
全
和
黒
１
４
９
９
３
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
４
４
６
５
６
８
８
５

隆
之
森

（
全
和
黒
原
５
９
２
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
６
３
５
７
１
７
４
９

隆
白
鳥

（
全
和
黒
１
５
２
１
６
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
６
３
５
８
４
４
９
７

茂
藤
竜

（
全
和
黒
１
５
２
６
８
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
０
８
３
９
７
４
３
２

松
吹
雪

（
全
和
黒
原
６
１
０
８
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
０
６
１
９
８
５
９
９

桜
萬
福

（
全
和
黒
原
６
１
７
７
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
２
９
０
１
５
６
８
１

美
馬
桜

（
全
和
黒
原
６
１
９
３
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
３
７
６
３
８
８
８
９

桜
花
久

（
全
和
黒
原
６
２
１
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
７
３
５
２
９
４
５
７

勝
美
２

（
全
和
黒
原
６
２
２
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
５
４
６
６
４
９
６
０

加
代
白
清

（
全
和
黒
原
６
１
９
４
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
２
５
０
２
６
９
９
６

葵
白
清

（
全
和
黒
１
５
４
７
１
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
６
４
４
０
４
１
５
０

繁
百
合

（
全
和
黒
原
６
２
７
４
）

黒
毛
和
種

１
級

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）



１
１
５
５
４
６
６
３
４
２
０

安
白
清

（
全
和
黒
原
６
２
７
５
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
７
５
８
１
３
８
２
８

百
合
文
福

（
全
和
黒
原
６
３
１
５
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
８
４
１
７
５
４
０
７

福
富
白
清

（
全
和
黒
原
６
３
５
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
７
５
８
１
０
６
２
９

秋
桜
幸

（
全
和
黒
原
６
３
５
３
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
６
０
０
８
２
２
０
２
３

光
安
花

（
全
和
黒
原
６
３
５
４
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
９
１
６
４
３
５
１
７

寿
恵
高
盛

（
全
和
黒
原
６
４
１
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
６
１
３
７
１
６
０
３
６

平
福
富

（
全
和
１
９
子
大
分
黒
８
７
２
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
６
１
３
８
１
１
１
１
３

幸
照
茂

（
全
和
１
９
子
大
分
黒
７
９
０
７
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
１
７
２
２
３
７
１
６

高
福
花

（
全
和
１
９
子
大
分
黒
７
７
９
１
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
０
６
２
０
２
７
６
０

小
百
合
２
４
１

（
全
和
１
９
子
大
分
黒
９
１
６
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
１
９
４
９
２
２
６
４

寿
恵
平
福

（
全
和
２
０
子
受
卵
大
黒
８
０
８
）

黒
毛
和
種

２
級

１
１
６
１
３
８
２
９
１
６
３

葵
安
花

（
全
和
２
０
子
大
分
黒
１
４
６
２
）

黒
毛
和
種

２
級

１
１
５
９
０
９
９
６
３
０
８

俊
鶴
６
６

（
全
和
１
９
子
大
分
黒
６
５
６
３
）

黒
毛
和
種

２
級

１
１
５
０
９
７
１
１
２
０
６

菊
光
星

（
全
和
黒
１
５
２
８
５
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
４
７
６
１
２
１
１
６

正
光
平

（
全
和
黒
１
４
９
３
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
０
３
６
８
６
０
６
５
５
５

万
福
丸

（
全
和
黒
原
５
１
５
３
）

黒
毛
和
種

２
級

１
１
４
１
５
８
２
７
５
３
４

月
下
美
人

（
全
和
黒
１
５
４
７
８
）

黒
毛
和
種

２
級

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
１

Ａ
１
３
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
２

Ａ
１
６
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
３

Ａ
１
７
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
４

Ａ
１
９
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
５

Ａ
２
３
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
６

Ａ
２
３
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
７

Ａ
２
５
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
８

Ａ
２
６
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
０
９

Ａ
２
８
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
０

Ａ
２
９
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
１

Ａ
３
２
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
２

Ａ
３
４
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
３

Ａ
３
５
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
４

Ａ
３
５
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
５

Ａ
３
７
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
６

Ａ
３
８
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
７

Ａ
３
８
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
８

Ａ
３
９
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
１
９

Ａ
４
０
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
０

Ａ
４
０
６

そ
の
他

級
外

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
１

Ａ
４
４
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
２

Ａ
４
７
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
３

Ａ
４
８
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
４

Ａ
４
９
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
５

Ａ
４
９
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
６

Ａ
５
４
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
７

Ａ
５
５
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
８

Ａ
５
５
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
２
９

Ａ
５
５
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
０

Ａ
５
８
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
１

Ａ
５
８
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
２

Ａ
５
９
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
３

Ａ
６
１
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
４

Ａ
６
１
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
５

Ａ
６
４
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
６

Ａ
６
５
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
７

Ａ
６
６
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
８

Ｔ
Ｌ
１
８
２
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
３
９

Ｔ
Ｌ
１
８
２
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
０

Ｔ
Ｌ
１
８
３
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
１

Ｔ
Ｌ
１
８
６
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
２

Ｔ
Ｗ
６
７
２
６

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
３

Ａ
２
０
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
４

Ａ
３
４
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
５

Ａ
５
８
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
６

Ａ
６
４
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
７

Ａ
７
５
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
８

Ａ
７
６
４

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
４
９

Ａ
７
６
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
０

Ａ
７
６
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
１

Ａ
７
７
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
２

Ａ
７
７
７

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
３

Ａ
７
８
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
４

Ａ
８
０
３

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
５

Ａ
８
１
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
６

Ａ
８
２
８

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
７

Ａ
８
２
９

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
８

Ａ
８
５
１

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
５
９

Ａ
８
５
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
６
０

Ｔ
Ｗ
５
１
８
２

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
６
１

Ｔ
Ｗ
９
５
０
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
６
２

Ｔ
Ｗ
５
６
９
５

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
６
３

Ｔ
Ｗ
９
８
７
０

そ
の
他

級
外

３
２
１
４
４
０
２
０
０
６
４

Ｔ
Ｗ
９
８
７
９

そ
の
他

級
外

１
１
４
７
７
２
６
６
８
８
３

百
合
清
福

（
全
和
黒
原
５
９
９
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
０
２
４
７
５
７
３
１
６
９

寿
恵
吉

（
全
和
黒
１
４
６
３
８
）

黒
毛
和
種

１
級

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）



１
１
２
９
８
５
０
５
２
２
２

幸
光
照

（
全
和
黒
１
４
８
３
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
３
７
４
４
０
９
９
６

豪
栄
道

（
全
和
黒
１
４
８
５
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
３
６
３
５
６
７
０
３
２

英
富
士

（
全
和
黒
１
５
１
２
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
０
９
７
１
０
４
４
５

松
玉
光

（
全
和
黒
１
５
２
６
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
０
５
３
２
３
６
６
４

安
美
星

（
全
和
黒
１
５
２
６
３
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
０
８
３
９
９
６
１
０

翔
栄
松

（
全
和
黒
原
６
０
７
１
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
２
９
０
１
２
６
６
６

佐
倉
松

（
全
和
黒
１
５
３
３
７
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
５
７
９
５
５
８
５
１

部
美
丸

（
全
和
黒
原
６
１
０
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
０
８
８
７
３
０
０
４

朝
安
福
鶴

（
全
和
黒
１
５
４
２
３
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
５
０
８
８
７
３
９
４
３

勝
白
清

（
全
和
黒
原
６
１
９
２
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
８
８
０
８
９
６
５
５

登
貴
雄

（
全
和
黒
原
６
２
８
９
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
６
９
４
６
４
２
１
１

主
太
皆

（
全
和
黒
原
６
２
９
０
）

黒
毛
和
種

１
級

１
１
４
０
０
２
２
８
９
８
８

英
治
郎

（
全
和
黒
原
６
３
７
９
）

黒
毛
和
種

１
級

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

塚
田
土
地
改
良
区

日
田
市

令
三
・

八
・
一
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

中
村
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
九
重
町

令
三
・

八
・
一
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

令
和
三
年
大
分
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号
（
こ
い
の
持
ち
出
し
の
制
限
）
に
基
づ
く
水
域

の
範
囲
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
分
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

二

筑
後
川
水
系
の
大
分
県
区
域
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

三

山
国
川
水
系
の
大
分
県
区
域
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

四

伊
呂
波
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

五

駅
館
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

六

自
見
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

七

八
坂
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

八

大
野
川
水
系
の
本
流
、
支
流
及
び
派
流

九

豊
後
高
田
市
西
真
玉
字
潮
見
の
貯
水
池

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
円
座
中
津
線

宇
佐
市
院
内
町
小
野
川
内
字
中
畑
三
三
六
番
二
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
小
野
川
内
字
中
畑
三
四
四
番
一
地
先

ま
で

令
三
・

九
・

二

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２
４
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２
９
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
３
年
８
月
３
１
日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

第
２
６
条
中
「
第
９
条
第
３
項
」
を
「
第
９
条
第
４
項
」
に
改
め
る
。

第
２
９
条
及
び
第
３
０
条
中
「
第
１
９
条
第
１
３
号
及
び
第
１
４
号
」
を
「
第
１
９
条
第
１
５
号
及
び
第
１
６
号
」
に
改
め

る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
３
年
９
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
６
条
の
改
正
規
定
は
、
戸
籍
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
１
７
号
）
附
則
第
１
条
第
４
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）


